
○下河辺委員長 それでは、定刻の少 し前ではございますけれども、委員の皆様全員おそ

ろいになりましたので、ただいまより第 4回 「東京電力に関する経営・財務調査委員会」

を開催いたします。本 日はお忙 しい中、委員会の委員並びにタスクフオースの仙谷内閣官

房冨1長官を始め、皆様方には御出席をいただきありがとうございました。

御案内のとお り、原子力損害賠償支援機構法が去る 8月 10日 に公布、即 日施行 されまし

て、原子力損害賠償支援機構が近々設立される見込みとなり、今回の原子力発電所事故の

損害賠償を支援する具体的な枠組みがようや く確立されつつあります。当委員会 といたし

ましても、今後、機構が東京電力 と協同して作成することとなります特別事業計画のしつ

かりとした基礎 となる材料を含む報告書を来月、 9月 中にはとりまとめるよう、鋭意調査

を進めてまい りたいと考えてお ります。

さて、東京電力に対するデューデ リジェンスについては、前回の委員会でも報告があり

ましたとお り、タスクフォース事務局の統括指揮の下、財務 。税務、事業、法務について

外部専門家を活用 し、日々精力的に調査を進めてお ります。本調査は、前回の委員会にお

いて承認された 5つ の主要論点を中心に進められているところでありますが、本 日の委員

会では、この うち最初の論点であります保有資産の洗い出しと売却資産の特定について、

事務局より本論点に関するこれまでの調査の報告を受けました上で、委員会の委員の皆様

と議論を深めてまい りたいと考えてお ります。

なお、残 りの 4つの論点につきましては、今月下旬から来月、 9月 にかけまして委員会

を適宜集中的に開催 し、それぞれ議論をすることといたしたいと考えてお ります。本 日は、

論点の第 1につきまして委員の皆様に積極的な御意見・御議論をお願いしたいと考えてお

りますので、これからよろしくお願いいた します。

開会に当た りましての委員長の冒頭のごあいさつとさせていただきます。

それでは、委員会はこれより議事に入 りますので、恐縮ですが、報道関係者の方はここ

で御退室をよろしくお願いいたします。

(報道関係者退室 )

〇下河辺委員長 それでは、冒頭だけお願いできればと思います。

○仙谷内閣官房副長官 今、下河辺委員長の方からも御説明がございました。機構法が成

立して、早急に機構を実態的に立ち上げなければならないということでございます。それ

で、御承知のように機構は被災者、避難をされている方々に対する損害賠償・補償を完全

に行 うとい う任務まで付けられてお りまして、今、文科省管轄下にある原子力損害賠償紛

争審査会の方で、ある種の和解仲介委員を選んで、ある種の ADR的なものを準備 しておる

とい うのがございます。

ただ、これの事務局をも編成をしていただかなければいけないわけですが、そのほかに

も経済被書対応チームとい うものが原災本部の方にございまして、この事務局及びこの機

能と、そして東電からの損害賠償・補償も完全に行 うための、政府の東電に対する支援 も

原賠法に基づいてこの機構の担 う役目になつてお りまして、それはここで、機構の業務 と
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して東電支援のための、東電 とこの委員会の協同・協力で特別業務計画をつくるという仕

掛けになっておるわけで、その前提 として、この東京電力の財務 。経営の調査が必要にな

つている。こうい う論理立てになっておるわけです。

要は、この委員会での調査は、今度は多分、機構が発足いたします と、実態的に運営委

員会及び、その下にある事務局の機能 とほとんど重なりますので、これを統合させていた

だくということになろうかと。その思いで、ただ、こうやって精力的に御議論あるいは調

査、デューデ リジェンスを実施 していただいていることは誠に心強い限 りでございます。

これはともすれば、120%あ るいは 200%の補償をすべ しとい うようなある種の議論が一

方で巻き起こると同時に、一方では東京電力の資産を切 り刻んで、これをたたき売ればい

いみたいな議論にも、荒つぱい議論が政治 レベルで行われかねない。これは将来のエネル

ギー戦略及び電力政策 と基本は全く同じ問題でございますので、ここは皆さん方に、日本

の経済力、産業力、そ して家計部門での生計とのありよう、あるいは国の財政規律の問題、

それ とマーケットの関係を含めて、そ うい う幅広い、そして奥の深い観点から議論をして

いただければありがたいと思つているところでございますので、どうか、今 日も暑い中で

ございますが、お忙 しい時間を差 し繰つて御出席をいただいてお りますことに改めて感謝

を申し上げて、御議論をお願い したいと思います。

どうもありがとうございますとよろしくお願いいたします。

○下河辺委員長 仙谷副長官、ありがとうございました。

それでは、早速、本 日の委員会の議事に入 りたいと思います。

先ほども触れましたけれども、当委員会の主要論点として確認をさせていただいてお り

ます 5つの論点の うち、本日は最初の論点であります保有資産の洗い出しと売却資産の特

定について、これから報告並びに委員会 としての意見交換、議論を行つてまい りたいと考

えてお ります。

本 日の議事進行の関係から、まず不動産・有価証券の資産売却について報告並びに議論、

これが終わりました段階で、続いて子会社及び関連会社の売却等についてそれぞれお諮 り

をしてまい りたいと考えてお ります。

それでは、御異論が特になければ、不動産・有価証券についての資産売却について入 り

たいと思います。

討議に入る前に、この点に関するタスクフォース事務局における現時点までの作業の進

捗状況等について西山事務局長から、お手元に配付 してお ります資料 1、 それから、昨日、

事前配付させていただいてお りますけれども、改めてこれから机上配付 させていただきま

す資料を基に御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいた します。

それでは、配付が終わつた段階で西山事務局長、よろしくお願いいたします。

(資料配付 )

○西山事務局長 それでは、お手元に資料が届いたと思いますので、御説明をさせていた

だきます。資料そのものは昨口お届けをさせていただきましたけれ ども、率直に言つて、



なかなかそれぞれのチームの個性が出ていて、必ず しも統一 されたフオーマットになつて

いなかつたものですから、お読みづらいところがありましたらおわびをさせていただきま

す。

まずt資料の確認でございますが、本 日は事後的に毎回、いわゆる公式の委員会の後に

は委員長からプレスにブ リーフィングをしていただく必要がございますので、今 日は討議

の対象そのものにはいたしませんけれ ども、要は今 日こうい うことを議論いたしましたと

いう公表用の資料として資料 1を お配 りしてございます。これは中身が余 り具体的に書い

ていないものとして、公表用の資料として作成 しているものでございます。

それでは、早速でございますけれども、不動産及び有価証券の関係の御説明をさせてい

ただきます。

それぞれ、後で御説明をさせていただきます子会社・関係会社 も同 じでございますけれ

ども、先ほ
.ど

委員長及び副長官からもお話のございました、特別事業計画の策定へ曲けて、

実態的な議論を徐々に東京電力とも始めているところで、本 日は今後、東京電力 といろい

ろ議論を進めていく上で、委員会 としての御指示・御方針をいただいて、その下で議論を

更に深めたい。それで、更に深ま りましたら、本 日に限らず、更に具体的にフィー ドバッ

クをさせていただくとい う位置づけでの御説明であるとい うことをまず申し上げさせてい

ただきます。

まず、不動産についてでございますけれ ども、お手元に A3判の横長でこうい う「不動産

の処理 。有効活用の検証 (概要)」 とい う資料が入つておるかと思います。これに従いま し

て、不動産に関係 して御説明をさせていただきます。

不動産の売却につきましては、他の資産売却のものと併せて、第 2回の委員会で東京電

力、勝俣会長から御説明があつたわけでございますけれども、まず思い出していただきた

いのは、そのときの不動産の東京電力としての売却 目標が、売却額で時価 1,000億円とい

う日標があったとい うことであります。

それで、東京電力の言つてお りました売却価格で 1,000億円というのが、まず東京電力

の保有 している不動産の全体像からどうい う位置づけになっているかとい うのを書いてあ

るのが左側の四角い表で、それに対 して、私 どもとして今 日の委員会にお諮 りをした上で、

例えばこうい うことをこれから東京電力に提案、働きかけをしていくということでよろし

いでしょうかとい うのが右側の方針、論点解説 と書いてある部分、あるいは下にまい りま

して、処分の時 FF3、 売却方法と書いている部分でございます。

左側をごらんいただきまして、東京電力のfX‐ 有 してお ります不動産の電気事業資産を含

めた全体像が一番上に書いてございます数字、簿価ベースで 1兆 2,011億 円。これがその

全体像でございます。それを更に今回、その下に赤い数字がたくさん書いてございますよ

うに、非電気事業用資産だと思われるものにらぃて一件一件、ピンセ ットでつまみ出すよ

うに整理をしたものが、少 し数字が細かくて恐縮ですけれども、右側の非電気事業資産 と

書いてあるところの部分でございます。それをごらんいただきますと、全体が 1兆 2,011
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億円の うち、非電気事業資産に相当するものが 4,374億 円となり、その内訳がその下に書

いてございます厚生施設、社宅以下のものにな ります。

それで、更に数字が小さくなって恐縮でございますが、結局、東京電力といろいろ突き

合わせをした上で、もともと東京電力が売却価格で時価 1,000億円といつたものがどれか

といいます と、この内訳の右側の売却と書いてあるものの一番下の小計をごらんいただき

ます と、売却額の合計で|||卜 、件数で |■件 とい うのが、この疇角い升の右下隅に出

てお ります。 これが、それぞれ簿価ベースですので 1,000億円と数字が合いませんけれ ど

も、東京電力が売却価格で 1,000億 円に対応 していると考えているところの売却対象の不

動産の全体でございます。

もう一度申し上げますと、東京電力が現在までに持つている売却計画は、不動産で言い

ます と、価格で簿価ベースで 1日1円 、件数ベースで |1膿 ということになります。

そ うします と、非電気事業資産全体で 4,374億 円でございますので、簿価ベースで比較

をいた します と、非電気事業資産全体が 4,374億 円のうちの ||%。 済みません、パーセ

ンテージはそこに書いてございませんけれ ども、|■■円というのは全体が 4,374億 円の

■ %に相当するとい うことになります。端的に言いますと、極めて非電気事業資産の関係

の不動産の中での売却対象になっているものは非常に限定的であるということであります。

したがいまして、右側にまいらせていただきますけれ ども、私どもしては、今の案です

と非常に売却対象案件が限定的であるので、それ以外のものを含めて、電気事業資産の全

体を対象にして売却が可能かどうかについて一応総ざらえで検討することが必要ではない

かと考えてお ります。そ うはいっても、今 日は一件一件御説明するわけにはいきませんの

で、典型的な論点、どういうところが今の ||1円 以外の部分を議論 していくとすると論

点になるだろ うかとい うのが、その真ん中の (1)～ (4)と 書いてある点、更に右側の

論点解説 とい うところで補足をしている点でございます。

それで、真ん中の (1)～ (4)の 部分から御説明させていただきますと、(1)は 現実

の用途等の確認で、これはファク ト・ファインディングですから飛ばさせていただきます。

(2)は、右側にまい りまして、特に社宅用の資産、その表にございますように、全体

で 222件あるうち現在売却対象になつているものが 1■件となります。簿価ベースで 367

億円の うち■ 円が売却対象になっているとい うことでございますけれども、この うち■

■ くらいがいわゆる変電設備 と併設されているので売却が難 しいとい う議論がある部分で

あります。これにつきましてはさまざまな、必ず しも売却に限らない、キャッシュ化の提

案が従前から信託銀行などから、右側の四角の中に書いてございますように、寄せ られて

お りまして、そ うしたノウハウも使いながら、本当にどこまでがキャッシユ化できるのか、

できないかとい うことについては一度議論 してみる必要があるのではないかと書いてあり

ますのが、この変電設備の取扱い、もう少 し抽象的に申しますと、流動化、つま り売却、

あるいはその他の賃貸、信託化の検討も含めた検証が一つの論点でございます。

それから、(3)の ところに「物件種類 FJllの 検証」と書いてございますけれ ども、特に大



きいのが (3)の①と②で、額的に大きいのは②かもしれませんが、①は社宅制度という

ことで、ある種、象徴的な案件でもございますので、全体の社宅数 222件のうち売却が■

件ということで本当にいいのかどうかということでありまして、一応、検証については、

原則として社宅全体を売却対象とするということで、まず検討 してみるということはどう

かというのが、この御提案であります。勿論、中には水力発電所等々の近辺も含めて、社

宅の代替物がないという場合もあろうと思いますし、あるいは現時点では被災者の方が入

居しているような物件もあろうかと思いますので、その点は勿論、考慮をする必要はござ

いますけれども、基本的には今の提案されております ID牛 に限らず、売却についての検討、

あるいは変電設備 と併設されているものについては売却以外の可能性についても検討する

ことが必要ではないかというのが (3)の ①の部分であります。

(3)の②の部分は、案件として大きな価値があるという、ある種の目玉物件をキャッ

シャフローにするのにどうしたらいいかということでありますけれ ども、これは典型的に

は

中心にキャ ッシュにできる可能性があるのか どうか とい うことであ りま して、

討 す

ることが必要ではないかということであります。

ちなみに、東京電力の本店は御案内のとお り、上に通信用の鉄塔がございますけれ ども、
同様の設備を併設 してお ります電源開発、J―POWERの本社 ビルも、下に書いてございます
ように、リースバックという方式で、今、資金調達等を行ってお りますので、通信鉄塔が
あるから必ず しも資金化できないということではないのではないかと私どもとしては考え
てお ります。 したがぃまして、そ ぅいうものも含めて、高価値物件の欄に書いてございま
すように、流動化の検討、資金キャッシュフローの継続的な最大化を図る方策は考えられ
ないかとい ぅのが大きな 2点 日、(3)の② とな ります。

全体として、下の方にまいりまして、これ らのものを含めまして、処分の時間的なタイ
ムフレームとい ぅことになりますけれども、その下に書いてござぃますように、キャッシ
ュフロー上の要請に応えるためには、遅くとも 3年以内に売却対象にするような案件につ
いては売却を完了できるようなタイムフレームで取 り組めないかとぃ ぅのが処分の時間的
なフレームワーク。



したがいまして、不動産に

ついては、繰 り返 しになりますが、全体像 としては非電気事業資産の うち、現在、東京電

力が売却対象にしているものは非常に少ないものですから、これを拡大する方向で検討 し

ていく必要があるのではないか。物件の中身 としては、||■ ■を中心にした高付加価値

物件、これはまだわか りませんけれども、|■|■の、私どもが見てお ります鑑定価格で

すと、|||■ 円ぐらいですか、これは再開発を含めるかどうかによつて価格もまた変わ

ってまい りますけれ ども、今、単体で鑑定評価を行います と、その程度くらいのものにな

ります。

それから、御案内のように、社宅制度は案件がたくさんございまして、分散 してお りま

すけれ ども、これについてどう考えるかとい うことで、この簿価ベースで||1円 のもの

をもつと上積みできるかどうかということをやつてみてはどうかというのが今日の御議論

ぃただきたい点でございます。

不動産については以上でございまして、引き続きまして、有価証券につきましては。

○下河辺委員長 不動産のところで、一旦、区切つた方がよろしいかもしれないですね。

それでは、この不動産関係について、一旦、報告を切 りまして、今、西山事務局長の方

から内容の概略の説明をいただきました、この A3判横のペーパーの内容につきまして、質

F.5、 それから、意見交換、議論を若千させていただきたいと思つてお ります。

まず、この内容等について御質問から始めたいと思いますが、何か御質問がおありの委

員の方はおられるかと思いますけれども。

それでは、|||■ どうぞ。

ollll 細かい話になりますが、その前に、今、デユーデ リジエンスをやつていると

思 うんですけれども、デユーデ リジェンスの結果はいつ出てくるんでしようか。今は説明

を聞いただけなので、ああ、そ うですかとしか言いようがないんですが、デューデ リジエ

ンスの詳細データはいつごろ出てくるんでしようか。それを見ないと判断のしようがない

んですよ。

○西山事務局長 この不動産についてのとい う意味ですか。

ollll ええ、そ うです。

○西山事務局長 不動産については、今、この うち約 8割 のものについて鑑定を進めてお

りまして、一応、データがそろうのが来週の頭、日にちで言います と22日 ぐらいにはデー

タが上がつてくることになつてお ります。それを私どもで整理 した上で、委員会に御説明

をさせていただくとい う段取 りになります。

ollll その基本のデータはいただけますね。

○西山事務局長 勿論、お示 しをいただきます。

o‐ わか りました。



それと2つ 日は、東電の考え方、左の表の非電気事業資産で、売却対象外と売却 とあり

ますね。これは、東電はどうい う考え方でこれを整理 してきているんですか。これは事務

局でつかんでおられますか。

○西山事務局長 必ず しも一貫 した考え方であるとい うよりは、前に言いました 1,000億

円売却 とい うことがまずあつて、それに対応するものが簿価ベースで|||卜 とい うのが

実態です。

o■■|■ わか りました。もしそうい うことでしたら、それは考え方として逆なので、

1,000億 円先にありきではなくて、やはり、この分類の基本的な考え方を整理 して、その

結果、1,000億 円なのか、1,000億円以下なのか、1,000億円を超えるのか、そ うい うきち

んとした議論をしてほ しいと思います。それを東電に要求することを事務局としてはお願

いしたいと思います。

とりあえず、私はそれで結構です。

○下河辺委員長 ほかの委員の方、いかがでしょうか。

どうぞ。

○|||1 御説明あ りがとうございました。

大体、売却の資産が出て、これから不動産の鑑定の結果も出るとい うことなんですけれ

ども、やはりまず、この売却するとすれば一体幾らになるのかとい うのも当然必要だと思

いますので、やはりそ うい うデータを、今、日||■ がおっしやったように、是非出して

いただきたいとい うこと。

もう一つ、 リースバックができるものもいつぱいあるか

もしれませんが、一方で、それをやつた後、その施設を使い続けるのであれば賃料発生と

いうことになつてしまうので、やはり収益との関係も整理 しないとだめだと思うんです。

少し申し上げたいのは、先ほど仙谷副長官がおつしやつたように、売ればいいというも

のではない。売らなくていいということではないんですけれども、売るとした場合のメリ

ット、デメリット、起こり得る収益の影響 とか、そういうものはやはり整理しないと判断

しづらいなという感 じがしますので、その辺りの理論武装をもう少しやつていただきたい

と思います。

○西山事務局長 これに限りませんけれども、後で御説明いた します事業も含めましても、

非常にたくさんの案件があるものですから、そのデータがまだ、今 日の時点では間に合っ

ておりませんが、まずデータそのものについては、私どもが承知 している限 りにおいては、

この非電気事業資産の うち主要な案件、まだすべてはやつてお りませんけれども、簿価ベ

ースでおよそ 8害1ぐ らいのものについて、今、順番に鑑定を含めて実施 してお りますので、

それがそろいましたら示させていただきますのが 1点です。

もう一つは、先ほど私が説明を飛ばしてしまつたんですけれ ども、今、委員からも御指

摘のように、流動化に係る経済合理性の確認は勿論必要にな りますので、リースバックに

した場合に、当然、後年度負担の方が大きくなると、そ うする意味が全くありませんので、



そ うい うことが可能かどうかとい うのは勿論、検証をするとい うことになります。

o‐ わか りま した。

○下河辺委員長 それでは、|||■ お願いいたします。

ollll 基本的な考え方の話なんですけれ ども、先ほど副長官から言われていました

ように、切 り刻んで売ればいいという話ではなくて、将来にわたつて電力というものの安

定供給をきちんとやつていけるような体制を、今は東電ですけれ ども、それはいろいろ、

組織改編が行われればどんな形になるかわかりませんが、持たせておくということは大切

だと思 うんです。

そ うすると、電力業 というものはインフラですから、50年、100年、国家百年の計に沿

った形でやつていかなくてはいけないとい うことになるわけで、例えば土地を売る 1つ に

しても、今は遊休地になつているところで、これは永遠に遊休地であるとすれば、これは

売つたらよろしいと思 うんです。 しかし将来、さまざまな状況変化によつて使 うかもしれ

ないという可能性があるという場合に、これは残 しておくべきだと思 うんです。それは将

来使 う可能性がないとい うことの立証は事務局がすべきだと思います。ですから、これは

絶対に売って大丈夫だとい う挙証責任は事務局側にあるとい う話だと思 うんです。

それから、使用中のもの、例えば変電設備が併設されているというような場合、これは

キャッシュ化する方法を考えるというふ うに言つていますが、例えば基本となつている機

能が電力のための変電設備であるという場合、

何かを併設することがあります。 しかし、それは状況によつて、技術進化その他によつて

仕様の変更をする可能性があります。ですから固定的な形で、ある種の併設 した多目的利

用が固定化されるとい うことはないのですから、そ うい うところを十分に考えて、流動化

してお金にするよりは、自由に将来、変更可能な形にしておいた方がいい部分は結構ある

ゎけでありまして、そ ういうところはよく見極めて、これもまた大丈夫だということの立

証は事務局がや らなければならないのではないかと思 うんです。

あるいは現在使用中でも、その用途目的はレクリエーシヨンとか、あるいは何 とかとい

う形で、これは会社が必ず しも持つていなくてもいいものであれば、それは積極的に売つ

たらいいとい う話になるんだと思 うんです。宿舎は非常に微妙でありまして、ここに書い

てあり̂ま すけれ ども、特殊な地域における宿舎 とい うのは義務居住宿舎に近いようなもの

になるケースがあります。それから、都心部においても、いざ緊急のときの出動態勢を確

保するために宿舎を持つているということが非常にプラスになる、あるいは一緒に住まわ

せておくことがプラスになるとい うことがありますので、そ うい うことがないんだとい う

ことを立証するのはあなた方の責任である。

つまり、絶対必要だと立証 しなければ売るんだとい う考え方ではなくて、絶対必要ない

とぃぅ立証ができた場合だけ売るんだ。作業方針がt挙証責任を逆さまに取つているよう

な気がするんです。これをやるのはどうも、企業を売却するとか整理するというときには

そのや り方でいいんですけれ ども、これから 50年 、100年働かせようとい うものを考える



ときに、そのようなや り方をするのはむ しろ有審であると私は思 うので、よほど用心 して

いただきたい。それから、我々に対 しては、これは絶対売つて大丈夫なんです とい うこと

をあなた方が説明してもらいたいと思います。

ollll 事務局は、それをお約束できますか。今の|■|■の御意見、大文夫ですか。

絶対に説明できますか。自信はありますか。そ うい うものは安易に請け負わないでほし

いと思 うんです。できることとできないこと、きちんと議論 しないといけないので、確認

しておきたいんです。

○西山事務局長 ずるい言い方ですけれども、できる限りのことはして、我々としての考

え方は勿論、我々がお示しをしなければいけないんだと思 うので。

○■■■■ 人間は神様ではありませんから、50年先を見通すことはできません。ただ し、

さまざまな可能性があり得る場合、それを最大限度織 り込んでおくということはできるわ

けで、それでも今、要 らないとい うので売つて、また何かが必要になつたときは、そのと

きに買えばいいんだと考えることもできるわけで、割 り切 りだと思 うんです。そこは一定

の割 り切 りは必要である。 しかし、考え方の方向としては、これは要 らないから売るんだ

と。あるいは使つてはいるけれ ども、必要不可欠でないから売るんだとい う挙証は、売る

側がしなければならないと思 うんです。

○西山事務局長 いずれにしても、委員会 との関係でも、東京電力との関係でも、私ども

がまさにそ ういう議論をしなければ、これをともかく有無を言わさず売れ ということでは

ありませんので。

○■■■■ 先ほど■■||が 言つたように、1,000億 あるから 1,000億 つくればいいと

いう話ではないのであって、それは 1つ の目安であるかもしれないけれ ども、やはリーつ

ひとつ調べて、検証 した上で、これは将来的に見て活用可能性はないと。あるいは使用変

更して、今の使い方と違つた形で使 う可能性もないと考えたときに、それは売却対象にな

るとい うことだと思 うんです。

○下河辺委員長 何か今の例について、西山さんの方から更にありますか。

○西山事務局長 我々も順を違つて作業をしているものですから、ごらんいただいてわか

りますように、とりあえず今回の対象 としては、電気事業の資産とい うのはこの中に入つ

ていなくて、まず非電気事業者 さんの全体の衆望を見た上で、ここに書いてございます厚

生施設から始まつて、社宅、遊休地、本社、支社、研修施設、PR施設 という属性に応 じて、

一つひとつ議論をしていこうとしてお ります。その中でも、少なくとも現時点においては、

それを含めたとしても、私どもの感覚としては、かなリカバ レッジが低い研修施設、PR施

設も含めてとい う感 じは持つてお ります。

ただ、将来的にまさに電気事業を実施 していく上で必要だと思われるかどうかというこ

とについては、きちんと議論をした上で対象物件を選ボとい うことはしていく必要がある

と思いますので、それについては委員会との関係でも当然ですが、当事者である東京電力

との関係でも議論をした上で委員会にお示 しをしたいと思います。



○下河辺委員長 わか りました。

では、
―

、どうぞ。

○|■■■ 最初に質問と言われたんですが、質問とコメン トも含めてよろしいですか。

○下河辺委員長 大分話が進みましたから、どうぞ。

○|||1 最初に、電気事業資産に関しては、東京電力の言い分では売却しないとい う

ことだったと思 うんですが、これを 100%査定することも、精査することもなく、受け入

れるとい う方針をここで出しておるということでしようか。 これから調べるとい うことを

言つておるのでしょうか。

○西山事務局長 この委員会の議事の関係で言えば、これも従前御説明させていただきま

したように、まず今 日御議論 していただくことになつてお りますのは、電気事業以外の分

野について資産売却 という観点から御議論いただくとい うことになつております。

電気事業分野そのものについてどういう合理化、効率化ができるかという点については、

次回以降御議論いただくことになつておりますので、そ うい う一種の仕分けをさせていた

だいているとい うことであります。

○仙谷内閣官房副長官 ここの発電設備、送電設備等のところで、発電と送電が分かれて

計上されているのかどうなのかということとか、原発がどうい う評価をされてここへ載つ

てきているのか、あるいは減価償却はどういうことでなつているのか。それから、現在、

ガスタービンはぼんぼん付けているという話なんだけれ ども、その種のものがどうなつて

いるのか、あるいは現時点では、遊体的石油の発電所を立ち上げているから能力が回復 し

て、東北電力にまでプ レゼン トというか、送電できるんだみたいな話が巷間で流れている

んだが、そ うい う遊休発電設備みたいなものがどうい う計上のされ方をしているのか。私

も今の||||の 話 とともに、ちよつとよくわからない。だから、これをどのようなもの

として理解 して扱 うのか。次回でなくてもいいんですけれ ども、次回以降の議論の素材を

おつくりいただいた方がありがたいなと思います。

それから、これは不動産ですね。社債 との関係で一般的な担保に入つているとか、入つ

ていないとかとい う議論があるんだけれども、動こうとするときに法律論としてはどうい

うふ うに理解 したらいいのか。法務デューデイリをなさつている方々の御見解を含めて、

どこかで確認をしておかなければいけないのではないかとい う感 じがします。

賃貸 しマンシヨン、賃貸し事務所などというのは電気事業者 さんの中であるんだけれど

も、これは社員に対する賃貸 しなのか、子会社に対する賃貸 しなのか、あるいはそ うでは

ないものもあるのか。何かある種非常に安定的収入のマンションとか事務所であれば、こ

れを残すのか。そ うい う安定的収入を残 した方がいいのかとい う経営判断になつてくると

思 うんだけれ ども、これなどもちよつとあれなんですよ。割 と一般的にぼんと書いてあつ

て、それほど金額的に時価 との関係でいくと軽視できるような話ではない額が簿価 として

これだけ乗せ られていると、先ほどの話ではないが、10倍 とすれば、これの 10倍だから、

もう全然小さくない金額になる。
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PR施設も原発のところへ行けば、かなり立派な見学施設みたいな、お迎え施設みたいな

ものもお持ちなんだけれども、そ ういうことを指 しているのか、それ とはまたBllの 話なの

か。そ うい うことも見てみないといけないのではないかとい う気がするものですから、申

し上げておきました。

○下河辺委員長 |||■ 、どうぞ。

○|||1 今、先生に御指摘いただいた点で、研修施設、PR施設、賃貸マンション、賃

貸事務所に関しては、なぜ東電はこういうことを言つてきたのかとい うことは非常に不思

議に思つていましたので、もしこれを売爆 しないとい うことになつたとすれば、それは具

体的にどうい う施設ですかというのがわかるように、次回以降見せてください。それ こそ

研修施設でも、中央給電指令の研修のための施設です とか、原発運営のための研修施設で

すとかといえば残 さざるを得ないとかとい うのは、見ればす ぐわかるわけですが、そ うい

う類のものでないようなものがなぜ売れないのかとい うのは非常に不思議に思つています

ので、社宅とかだけでなく、そ ういうもののデータも詳細に是非お願いします。

それから、先ほどの挙証責任の件なんですが、おつしゃるこの点は共感するんです。こ

の点を共感するとい うのは、挙証責任は 100%東京電力にあるのだと。 1%の曇 りもなく

説明できないものはすべて売却するとい うことを出発点としたとすれば、とてつ もなくま

ずいことになるのではないかと。 したがつて、これは売却すべきなのではないか。こうこ

うこうい う理由で私たちは売却すべきだと思 うとい うことを、東電が売却すべきでないと

いうのと同じぐらいに力を入れて、ちやんと説得力のある説明が必要だということをおつ

しゃった。

しかし、挙証責任が 100%事務局にあるとい う言い方は、極論 としてそ うおつしゃつた

だけであつて、その後の御発言からして、そ うい うことを言つているのではない。100%証

明することは絶対に不可能です。東京電力は自らの意思で停電させようと思えば、幾らで

も停電させ られるので、この施設がなかつたら絶対停電の可能性が起きます とい うことを、

そんなことは絶対にないです とい うことを私たちが、あるいは事務局が証明することは絶

対に不可能なので、100%と 言われるとちょつとつらいんですが、おつしゃつたことは、東

電が説明するのと同じぐらいの義務を負つて、これが売却することはいいんだとい うこと

をちゃんと説明せよとい うことをおつしゃつたのだと思います。

したがつて、100%の 挙議責任が事務局にあるとい うのは、心がけとして、やは りそ うい

うつもりでや らなくてはいけませんよと。後で会社の売却のところに基本方針の文章が出

てくるんですが、あの文章の書き方は本当におかしいと思 うんです。将来のことですから、

人間が判断するので、一定の裁量をしなければわからないところはいつぱいあります。割

り切るようになるんです。だけれ ども、50年、100年 にわたつてダイナミックに物事を考

えているんだとい うことの視点を失 うと、この瞬間、いかにキャッシュ化がたくさんでき

ればいいかとい う議論に落ちてしまいますので、それではこれから先の電力とい うものを

どういうふ うにしていこうかとい う議論の端緒をつくつて、地ならしをして、それをベー



スにして話をしていこうという、先ほどの副長官のお話の趣旨に沿わないような気もする

んです。だか ら、売って金にすればいいんだと、できるだけ多ければいいんだとい うので

はなくて、将来における日本の経済の基本的な血流であるところの電力をいかにダイナ ミ

ックに新 しい技術発展を取 り込み、そして必要な設備をつくりやつていくかとい うことを

頭に置いて、今、何を残 しておくべきかとい うことを判断するんだと考えていくようにし

ていただきたいと思います。

○下河辺委員長 どうぞ。

○西山事務局長  1点 だけ、私の説明が多分不十分だったので、あれが生じていることが

あるんだと思います。下に小さい字で書いてあるんですけれ ども、非電気事業者 さんの う

ち、典型的には賃貸マンションとか賃貸事務局に現れているのはどういうものかといいま

すと、東京電力が土地を保有 していますと。それを子会社である東電不動産に賃貸をして

いますと。東電不動産はそこにマンションを建てた り、オフィスビルを建てたりして、そ

れをまた別の人に賃貸をしていますというのでこれだけの数がございまして、後の子会社

の議論とも関わ りますけれども、一応東電不動産とい うのは不動産会社なんですが、その

会社についての議論 としては、会社としてどう取 り扱 うのか、存続 させるのか、売却をす

るのかとい う議論の仕方もあれば、もともと多くのものが、少なくとも土地は東京電力本

体が持つていますので、その土地をどうするかとい う議論があり得るので、より細かく議

論をしていこうとすると、一つひとつの不動産物件 として議論 した方がいいかとい うこと

でこちらに持つてきてお りまして、その結果、非常に大量の一般向けの賃貸マンション、

一般向けの賃貸事務所なんですが、それがここに計上されているということでございます。

ですから、これを実際に東京電力そのものがだれかに自分で賃貸マンシヨンをあれ して

いるわけではありませんけれども、自分の子会社である東電不動産にそ うい うビジネスを

や らせているとい うのがここに計上されているとい うことであります。

研修施設、PR施設については、今日はそこまでのことではございませんで、先ほど申し

ましたのは、そちらは比較的社宅 とか変電設備 とか、本社に比べて、これも勿論先ほどお

っしゃったように、本当に将来大丈夫かとい う議論はあるにしても、一般のマンションと

かに使つているので、比較的少ないであろうと。全面的に見直す中で、ある種より議論に

なり得るのは、変電設備があつたり、社宅を本当に売っていいのかどうか、あるいは■■

をどう扱 うか とい うことだと思いましたので、論点としては、こういうところが主たる論

点になります。

そ ういう書き方をしておりまして、普通のマンションに使つているとすれば、こちらは

より議論が少ないであろうと。勿論、それにもかかわらず、その土地を何 らかの理由で東

京電力が場所的に長期的に保有する意味があるかないかとい うのは、議論としてあります

から、少なくとも現時点では、全く電気事業には関係ないことに使つてお りますので、そ

うい うことであります。

〇下河辺委員長 ありがとうございました。



どうぞ。

電及び東電不動産が持 つていると

計算があるんですが、大体時価評価で 100億 円以上の大きなものが大

だけで |||ll円 評価 しているんです。

これは相当件数が多くて、

うい うものを全部この場で議論するとい うのはかなり

無理だと思 うんですが、例えば今、言つたような高価値が見込めるようなものについて、

ん
一
■

さ

　

。

く

す

た

ま

は

あ

ろ

件

売却 もしくはセール・ アン ド・ リースバ ック等でキャッシュフローに どれだけ、|||■

ていただいて、東電との間でこれはどうして売却できないんですか、あるいはセール

ンド・ リースバ ックでキャッシュ化できないんですかと。

ごけで|■|ぐらいの価値はあ
るんです。これが先ほどおつしゃつた もヽしれないと思う

んですが、別に所有権 を持つていなくたつて、ちやん と||1機 能が維持できるところは

いっぱいあります し、先ほど仙谷扇1長官がおつしやいましたが、一般担保権が付いて、資

産全体がその担保に出ないということなのかもしれないんですが、その意味で今まで土地

の活用方法とい うのは、普通の会社に比べて極めて保守的で、ほとんど何もやつていない

のに等しいと思 うんです。そこのところについては、やは り電気事業者 としての特殊性は

勿論あるのかもしれないですが、オフィスビル とかについてそんなに電気事業者の特性が

あるとは思えないので、ほかの部分に比べるとこの部分は比較的キャッシュを出しやすい

部分だと。

rtrD-c. 4. s L-b'lf rrl*. l*i'l: $&r6oD'6 Ltrt*ttluri, f{i't,'lpl{_x L,fi'

やつても余 り意味がないので、ちりも積もればとい うこともあるのかもしれませんけれど

も、それで東京電力4111に 確認をしていただけるとありがたいです。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

―
、どうぞ。

○|||1 前の議論に関連 して、確認キいいますか要望なんですが、電気事業用資産に

ついて、やはリデューディリの詳細データをきちんと出させてください。それがないと判

断のしようがないので、それをお見せいただきたいと思います。その上で今の議論をした

いと思 うんです。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

. S L-b't/rrl{+/dtt (" {: ta (4
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時間の関係 もありますので、今 日の委員会での不動産関係についての意見交換は、一且

この程度で終わりにしたいと思います。各委員の先生方から、今後の作業を進めるに当た

つて、是非ともタスクフォース事務局の方で、こまれまでも念頭にあって、まだ具体的な

成果 とい う形にはペーパーには落 とし込まれていないだけの話で、念頭に置いて作業が進

められていることとは思いますが、次回までの間にそれを盛 り込んだペーパーで作業を完

成 させていただきたいと思います。

ごらんいただいた A3判の真ん中にあります「不動産の処理・有効活用の方針」をこのま

ま受け取 ります と誤解が生 じるところがあるかもしれませんけれども、引き続きゴシック

で書いてあります、東電が当初の段階で 1,000億、簿価で ||■の|1物件 とい う形で限

定してきた理由とい うものはタスクフォースの方でも、これまで東電の方からいろいろヒ

ア リング等は進めてきたんだとは思いますが、どうもこの段階においても最初から 1,000

億ありきと、もう一つの方で 5,000億 ありきとい う程度の話でとどまつてしまっていると

い うところが、ぶっちゃけ実態に近いようで、東電の方からもなかなか、私どもの立場 と

して是非とも聞かせていただきたい説明責任が十三分には果たせていない。

今後ともそ うなんだろうと思いますので、改めてここのゴシックにありますとお り、東

電のプランは余 りに限定的であつて、その理由づけもなかなか理解、説明も受けられてい

ないということを踏まえて、基本的には非電気事業資産については、すべてを対象の物件

として、その売却可能性をともかく一旦は客観的にチェックをさせていただきたいと。そ

れを踏まえた上で、宛却可能な資産、売却が困難な資産及び売却以上の有効活用、キャッ

シュフローの点を含め、可能な資産についてのグルーピングを分けて、それをまず基礎的

なデータとして早急にとりまとめるということについては、大分作業が進んでいることか

と思いますので、ゴシックではない字で書かれているような論点等を踏まえて作業、委員

の先生方に対する報告資料をとりまとめていただきたい。

各委員の先生から今 日もたくさん有益な話が出ましたとおり、■■|■の方から出まし

た非電気ではない電気事業資産については、今後とも手を触れないという話では勿論ない

ので、次回以降の段階でそれまでのヒアリングの内容を踏まえて説明をいただく。

||||の 方から冒頭でました個々の不動産についての DDの結果等については、来週

の週の初めの段階では、専門業者の方から燿別のレポー トが上がってくる予定になつてい

るということでございますので、それは上がってきた以降、個別のペーパーで委員の皆様

に配付できるかどうか。ボリュームも大変大きいと思いますので、二会堂のオフィスの方

に備え付けておいて、足を運んでいただいて、ごらんいただくという形になるのではない

かと思いますが、そこまでの準備は事務局の方でも是非お願いをしたいと思つております。

先ほど|■■■から出ました 100億円超の■物件というのは、大変見やすい形では、し

ばらく前ですが『週干Jダイヤモンド』の6月 11日 号におどろおどろしく東電の不動産関係

というのがありまして、真偽は私も全然わかりませんが、ここに物件名がそれぞれ A3の と

ころにとりまとめてありますので、当座こんな物件があるんだということは、これをごら
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んいただければおわか りになるかなとい う気がしてお ります。

次回までには、|||■ の方からも御質問が出ました、売却すれば今この段階で一体幾

らになるのかとい う点については、当然私 どもが早い段階で頭に入れなければ、その先の

判断も進めないことですので、是非お願いをしたいと思つてお ります。

すべてに通 じて、次国、次々回以降の議論の方向性を踏まえてとい うことにはなります

けれども、|■|■の方から、前々回からも御意見が出てお ります東京電力の在 りようそ

のものが今後 どんな形をたどるかとい うことは別にいたしましても、ともかく関東地区、

関東地区に限 らず、我が国の枢要な電力事業会社の在 りようが今後どんなことになるのか。

そのためには、基本的には若干の余裕を持つて、最低限この段階で拙速を排 して、あのと

きにあそこまで減量 してしまつたがために、とんでもない負担がそ う遠 くない将来にもか

かってくるとい うリスクについては、十分 日配 りを怠 らずに、その点も念頭に入れてきち

っとしていかなければいけないんだろうなとい う感は強くしてお ります。

そんなところで、引き続き作業を進めていただくとい うことで、不動産関係はよろしゅ

うございますか。

(「 はい」と声あり)

○下河辺委員長 では、そうい うことで。

次のペーパーで、有価証券です。これは比較的簡単かと思いますけれども、よろしくお

願いします。

○西山事務局長 その前に、今、各委員からお話がありましたので、一応私ども、これも

後の議事の進め方のスケジュールのところでお話 しようと思つておつたんですけれども、

もともとの主要論点別に御説明させていただくセッションと、DDと い う形でデータを中心

に御説明させていただく回をそれぞれ設けさせていただこうと思います。お聞きになる側

からすると、どうしても両方を見ないとわからないところが出てきてしまうのでちょつと

あれなんですが、数字は数字でまとめてや りませんと、それをまた分けて御説明するのも

難 しいものですから、それはそれでまとめた回で御説明させていただきたいと思います。

引き続きまして、有価証券の分野について御説明をさせていただきます。

有価証券につきましては、比較的議論が少ない分野だと思いますので、先に A3の横長の

紙をごらんいただきたいと思います。 (表 )と 書いてあるものでございます。

まず、有価証券については、上場株式、非上場株式、合計で帳簿価格で左llllの 20H年 3

月末とい うところの一番下に書いてございますように、帳簿価格ベースで 3,498億 円の有

価証券を東京電力 として保有 しているとい うことになってお ります。このうち、勿論これ

は売却額ベースでとい う意味でございますが、下にございますように、今後 3年間で 2,700

億円の有価証券を売却 しますとい うのが、この間の第 2回の勝俣会長が来られたときにあ

つたお話であります。

このうち、今まで既に終わつたものがどうなつているかとい うのが、右側の売却実績 と

書いてある A3の右肩の方に書いてございまして、これもやや見づらくて申し訳ございませ
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んが、売却 したものの帳簿価格ベースの合計額が一番下の欄に ||ll円 という数字が書い

てあると思いますが、これが帳簿価格ベースの売却済みの価格であります。これに売却益

がそのす ぐ右に書いてございます ように■■ 1円 ございますので、売つた後入つてきたお金

とい う意味では、この 2つ 、||1円 と|ll円 を足 して ||ll円 、     円で売却 し

たとい うことにな ります。これが上場、非上場株式を合計 して、既に売却 したものの実績

であります。

他方、上場株式については、

電力自身の方針でありますが、

と問いてお ります。

これが仮に売却が行われますと、|||1円を先ほどの|||1円 に足しますと||||

■円の売却ということになりますので、有価証券の売却 としては、額 としては少なくても、

それが実施 されれば進むとい うことになります。

その上で、縦長の資料にまいりまして、今 日御説明をしておくべき点は 2つ ございまし

て、 1つ はやや細かい点でございますけれ ども、私どもとして売却の方法、相手方も含め

1つ ●を飛ばさせていただきま して、 3つ の●のなお とい うところに書いてございます

けれ ども、上場株式の売却については、これもやや細かい話でございますけれども、手数

料が安い方から証券会社を選んだ方がいいとい うことで、その都度入札を行 うことにより、

当する証券会社を選定していると聞い

てお ります。

非上場株式については、年内に売却効果の高い銘柄を中心に処分するということで、既

に先ほど申しましたような売却の実績が上がつているとい うことでございます。

上にまいりまして、これもやや先ほどのいろんな意味での挙証責任の話とも関係いたし

ますが、これも勿論先方に 100%挙証責任を負わせるということではありませんで、一応

私どもとして合理性をチェックしておくとい う意味において、上場有価証券については、

くどいようですが、売却はかなり進んでお りますが、例外 として

有を継続 しておくこと

が必要だ とい う説明を東京電力か ら受けてお りま して、もう一つは、

16

処分計画のところに原則年内売却とあります。これは東京

||1東 京電力の方針 として、



ございまして、||||に ついて引き

続き保有をしたいと問いてお ります。これについては、先ほどのお話ではございませんけ

れども、一応私どもと東京電力でいろいろ議論 した上で、保有をし続けるならば し続ける

ということで、合理性があるかどうかとい うことをお互いに議論 して確認するとい う作業

をしたいとい うことであります。

有価証券については以上でございます。

○下河辺委員長 あ りが とうございま した。

一番大きな KDDI、 auですけれ ども、

委員の先生方には御案内のことかと思いますが、KDDIの トップは当然のことながら京セ

ラさん。 2番 目が トヨタ、 3番 目が東京電力、 4番 目には日本郵政の共済組合 とい うのが

株式保有者になってお りまして、この 1～ 4社 まで足すと、現時点でどうにか 33.3%を越
して、 3分の 1超のシェアになっているということだそ うであります。

東京電力が何で KDDIの株を8%弱 まで持っているかとい うことは、改めて説明するまで

もなく、東電 自体の経緯からパワー ドコムを処分 した りとい うことから、これだけの株式
を保有 してきているとい うことです。

事故が起こった当初では、1株 50万 円ぐらいだったょうですが、現時点では少 し堅調に
値上がりしていて、55万円ぐらいの値段で取引されている株でございます。

何か御質問、御意見がおありになれば、両方まとめてお聞きしたいと思いますけれ ども、
いかがでしょうか。

‐ 、どぅぞ。

○■■■■ 今の上場株式のところで、 話 が

出たと思 うんですけれ ども、そのほか、た しか関係会社で||■ さんだとか、幾つかたし
か上場会社 とかがあったと思 うんです。そ ぅぃ ぅものも含めて、すべて原則年内売却とい
う整理なので しょうかとい うところが質問です。

○西山事務局長 その点は、そ ぅではありません。関係会社、子会社の うち上場会社の話
は次のセ ッションに出てまいりますので、それはそ うい ぅことにはなっておりません。
○||■ | では確認ですが、ここに書いてあるのは、あくまでもグループ連結 とは関係
のないところの上場株式については年内売却とい う方針だといぅことでござぃますか。
○西山事務局長 おっしゃるとお りです。

○下河辺委員長 ほかに委員の方から御質問、御意見何かございますでしょぅか。
では、今日の段階では、基本的にこのペーパーの内容で了解と。



基本的には了解をするとい うことでよろしゅうございますか。

(「 異議なし」と声あり)

○下河辺委員長 では、そ うい うことで。

次にまい ります。

ペーパーとしては、改めて机上配付いた しました子会社、関連会社の売却方針。

ollll 非上場株式のところはどうされるんですか。説明がなかつたと思います。

○下河辺委員長 ごめんなさい。

○西山事務局長 一応、今のところでは、いろいろな取組みを含めて、年内に売却効果の

高いもの、売れる可能性の高いもの、額の大きいものを中心に売却を進めると聞いてお り

ます。その中心になるものは、そこに書いてございますような、既に売却をしたものは■

です とか出資証券とい うものになつて、これは非上場株式については、さまざ

ま売却についての制限がある場合 もございますので、その中で可能なものについては売却

する方針だと聞いてお ります。

もし更に細かい御説明が必要でしたら、お申し付けください。

ollll 今、おつしやられたことでは全く何もわからないので、||の うち売却が■ 、

非上場は売却が■ しかありませんので、これは感覚的にクエスチ ヨンマークが付くんです。

どうしてこうい うことになるんだと、なぜ売却対象にならないのかという根拠が不明なま

まこれでいいです とい うわけにはいかないので、やはリデューデイリをやつている以上、

ここもきつちりとデューデイリをやつて、これは売却 しない、これはするということを、

loo%で なくてもいいので、できる限 りはつきりさせてほしいということです。

○大西次長 補足で御説明します と、売却 しないとい うことを言つているわけではなくて、

東電側は売却価値が高いものから早期にキヤッシユイヒをしていきたいという方針でやつて

いますので、非上場株でそれに当てはまるものは     とここに書いてあるもの以外

は余 りないものですから、優先順位を後にず らして、次年度以降に売却できるものを売却

していくとい う方針になつております。

ollll それはおおよそ想像 していたんですが、それについてもデューデイリをやつ

ているんですから、ここにもデューデイリをきちんとやつておいてくださいよとい う意味

なんです。後でデユーデイリをやろうとい うわけにはいきませんのでね。

○下河辺委員長 では、それはよろしいですね。勿論作業が対象に入つていることだとは

思いますけれ ども、よろしくお願いいたします。

子会社、関連会社の方に進ませていただいてよろしいですか。この資料の内容について、

冒頭、西山局長の方から御説明をいただきたいと思います。

○西山事務局長 では、「子会社・関連会社の売却方針」とい う紙に沿いまして、御説明を

させていただきます。今の状況について、まず 2ページをごらんいただきながら御説明を

させていただきます。

子会社・関連会社をどのように扱 うかとい う考え方については、ここに書いてございま
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すような基本方針において、今まで東京電力と私どもの議論の中では大体ベースは一致 し

ているものと理解 してお ります。ベースが一致 しているとい うよりは、東京電力がこのよ

うに、子会社・関連会社について峻別を考えていくとい う方針がもともとあつて、それを

ベースに議論をしている意味において、一致 しているとい うことです。少なくとも現在、

議論をしている基本的なものの考え方については、ファク トで言 うと一致を見ていると思

ってお ります。

ただ、10ページ以降に書いてございますように、この方針を当てはめたときに個別会社

をどう扱 うかとい うことについては、勿論いろいろなこともございます。後で事務局の方

に売却案 と書いてございますが、これは事務局 と東電でこれから議論をしていく必要がご

ざいますので、こうい うことで東電と議論をこれから進めていつていいものかどうかにつ

いて、今 日、委員会にお諮 りをする意味の案とい う意味でお聞きをいただきたいと思いま

す。

2ページの一番上に書いてございますように、これも第 2園 の委員会で勝俣会長がお見

えになつたときに、事業分野については売却見通 じとして 2,300億 円とい う御説明があり

ましたけれ ども、これは残念ながら致 し方ない部分もあると思いますが、もともと金 く

2,300億円に対応する具体案が存在をしていたわけではありませんので、そ ういい意味に

おいて全くゼロベースで東電さんも 2,300億 円を離れたといいましょうか、お考えになつ

ておられます し、我々もそ うい うものとして議論をしているということで、そ うい う意味

において、先ほどの不動産の議論、あるいは有価証券の議論 とは様相が異なつているとい

うことであります。

子会社と関連会社の峻別についての考え方としては、国民負担の最小化、電力の安定供

給の確保を考慮 した上で、勿論それを具体的にどう当てはめるかは議論があるわけですが、

電気事業に不可欠とは言えないような事業、あるいは電気事業に不可欠ではあるものの、

他者で代替可能な事業、つまり東京電力が自らすべて出かける必要がないものについては、

経済合理性を確保できる売却価値が実現できることを前提に原則として売却する方針で考

えるということで、おおむね東京電力との間ではコンセンサスがあるような考え方になつ

ているとい うことであります。

これに対 して、電気事業について不可欠な事業であって、かつ他者では大体できない。

東京電力が内製化をグルニプ会社 としていくことが必要であるものについては、自社グル

ープで継続を図ることが妥当であるとい うことで、一応この 2つの切 り日、電気事業 との

関連で不可欠化どうか。それを自社自身で内製化することが必要なのかどうかとい うこと

で議論を進めてきているとい うことであります。

2番 目に、そ うい う軸に当てはめて結論は非継続になりました。売却、物によつては清

算となった場合について、具体的にどうするかとい うことについては、委員会でも委員か

ら御指摘があったと思います し、先ほどの不動産の議論 と同じことでございますけれ ども、

キャッシュフローの最大化 とい うことを目的といた しますので、事業を継続 した場合より
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も多額のキャッシュフローを獲得できる売却価格にて売却を図ろうということでございま

す。 これも不動産と同 じで、また今日時点で個別の一つひとつの事業について評価をすべ

しとい うことで評価を進めてお りますけれども、今 日の段階でお示 しをできるデータが、

ほぼそろいつつございますけれ ども、今 日には間に合つてお りませんので、これについて

はそろい次第、委員会にもお示しをしたいと思います。

その上で基本的には上記のような考え方でやっていく場合であっても、例外的な事象は

当然あるわけでございまして、それについて書いてございますのが、 2ポ ツの①、②、③

でございます。

①に書いてございますのは、例えば後で出てまいりますように、現実には必ず しも東京

電力のコアになるような事業でないもの。例えば リース事業などのようなものであつても、

現時点においては福島第一原発の事故の関係で、さまざまな地元の関係で活躍 している企

業は当然、現時点において売却するとい うことが難 しいわけでございますので、それは例

外として処理をする必要があるということでございます。

2番 目は、仮に清算をしようとしても、清算をしてしまうことの方が経済合理性がない

ようなケースがあるとすれば、これは具体的な例があるわけではございませんけれども、

そ ういうことについては合理化の上で存続をする必要もあるかもしれないというのが 2番

目であります。

3番 目はこれも先ほどから出てお りますけれども、む しろ東電の傘下において、将来成

長の高い事業 として、必ず しも今の時点で電力事業そのものであるとは言えないにしても、

持っておいた方がいいような事業があるかとい うことでありまして、例え

そ`れに当てはまるか、当てはまらないかといつたような

ことの議論があるとい うことであります。それが 2番 目に書いてある話で

3番 目は継続事業の話でございます。後で具体的に申し上げますけれ ど

業であるとなった場合にでも、子会社・関係会社の数が非常に多いという

すので、東京電力の中で持ちながら、その合理化をするとい う観点から、

をすることもあろうかと思います し、物によつては、これは勿論、相手の

ら、なかなか実現できませんけれ ども、

界の中でほかの事業者 と統合することで、スケールメリ

ットを出すといつたような場合もあるのかなと思つてお ります。

以上を前提にいた しま して、資料の構成だけまず申し上げます。 3～ 5ページは会社の

数が多いものですから、非常に字が小さくて恐縮でございます。ここに何が書いてあるか

と言いますと、とりあえずタスクフォース事務局として、今 日、案としてお諮 りをしたも

のをそのまま数として整理をするとこうなりますよと書いてあるのが 3～ 5ページであり

ます。

6ペァジは、東京電力も日々議論をしてお りますので、厳密に東京電力と私どもの差が

何社あるかは日々変わ りますので、厳密な数字 とは言えませんが、 6ページに書いてあり

あります。

も、継統する事

こともございま

自社内から再編

あることですか



ますのは、東京電力さんのおつしやつている売却の案 と、我々の今 日、案 としてお示 しを

している売却の案はこうい う差があります とい うのが 6ページに書いてあることで、ありま

す。最後は後者の話になりますが、東京電力として、これがグループ会社として残すべき

だとい う観点と、私 どもとして、今こうい うふ うに見ています とい う論点の整理が 7ペー

ジになつてお ります。

そ うい う御理解の下で 3ページ、子会社・関連会社の全体像です。先だつての懇談会で

東京電力の子会社・関連会社とい うことで 264社 とい う数を示させていただきましたけれ

ども、一番下に*1と 書いてございます。この うちユーラスエナジーHDと い う海外 IPP事

業等を中心にしました、子会社をたくさん持つているホールディングカンパニーがござい

ますので、それはこの表の中で 1社 として取 り扱つてお りますので、それを 1社 としてカ

ウン トした場合、全体の事業の数が国内事業で 85社、海外事業で 34社 とい うことにな り

ます。

いろいろな議論がございますけれ ども、今のタスクフォース事務局としての案 とい う意

味で整理をさせていただきますと、右にございますように、今のところはとりあえず判断

を していない ものが 6社。

この取扱いをどうするか

ということがございまして、今の時点では結論は先送 りするという意味において、見極め

としてお ります。

それ以外、まず一つは自社保有をしていつた上で、再編を経る、あるいは再編を経ず存

続するものが合計で継続 27社。非継続、基本的には売却の可能性を検討 した上で、売却が

当面可能ではないかと考えてお りますのが、右側にございます 26社及び 13社。26社 と 13

社の差は、それぞれ売却を試みた上で、売却をした上で売却が難 しくなつた場合にはその

まま、あるいは先ほどの価格面も含めて、難 しい場合には存続をした方がいいのではない

かとい う会社が 26社。売却が難 しい場合には、もう清算をせ ざるを得ないのではないかと

いったような会社が 13社 ございます。

売却できない場合には、存続する会社の典型的な事例としては、

入` ります。売却できない場合には、清算することもやむを得ないのでは

ないか。会社 としては例え

がここに当てはまります。

その上で最初から売却の可能性を検討 した段階から、

で清算せぎるを得ない会社はここに 6社 ございまして、

畿初から売却がなかなか難 しいの

れは福島の事故のあるな しとは

関係ないのかもしれませんが、いずれにしても清算せ ざるを得ない会社、事業の継続が難
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しい会社が 6社ほどあるのではないかと考えてお ります。

海外事業の方は東電さんと私どもで、具体的に当てはめとい う意味において、考え方に

大きさ差があるわけではございませんけれ ども、結論においては存続が 25社、売却が 7社、

清算が 2社 という格好になつてお ります.左側に海外事業については燃料調達形のものか

IPPか とい うような分類がございます。

特に売却 とい う観点から申します と、典型的に出てまい りますのは、

||||そ れ も含めて 7社 とい うことになつてお ります。

このまま継続することがなかなか難 しいので

清算とい う会社は 2社 とい う格好になつています。

これを個々の社名ベースで整理をいたしましたのが、 4～ 5ページでございます。個別

の会社を一つひとつ御説明するのはお時間がないものですから、今 日はできませんけれ ど

も、分類 としては大体 どうい う分野のものについて存続、あるいは売却 しようとしている

かについては、そこに分類がございますので、ごらんいただきたいと思います。縦軸が電

気事業に関係するものについては、燃料調達から発電、総変電、配電に関係するもの。あ

るいは販売に関係するものを順次書いてお ります。

多角化事業はもともと基本的には電力事業と直接的には関係がない分野で、多角イヒを展

開してきたものでありまして、それ らのものについて、大きく事業のセグメン トとしてエ

ネルギー環境分野に属するか、情報通信に属するか、住環境、生活関連に属するかと整理

をさせていただきます と。 4ページのような表になります。

これと全く内容的には同じ内容でございますけれども、 5ページ、どのセグメン トに属

しているかではなくて、売却対象 として考えるのか、清算対象 として考えるのか、見極め

対象 として考えるのか、存続対象 として考えますかとい うことで整理をさせていただいて

お りますのが、 5ページの表でございます。

と、今日の御議論を踏まえて、その上で、

例えばこうい

ページにあり

う提案をしてはどうかとい う意味でお示 しをしてお ります売却案との差が6

ます数字であります。社数で言いますと、国内事業につきましては■||■
85社のうち■ 社の売却、私どもの今の案では 45社の売却、海外

事業

社の

では 34社の うち■社を売却。海外事業につきましてのタスクフオースの売却案が 34

うち 9社 となつてお ります。

これらのものをまずは売却後のグループ全体としての社数、あるいは従業員数 とい うこ

とでお示 しをしているものが 6ページの下半分でございます。タスクフオース事務局の案

と      とお示 しをしてお りますが、社数は先ほど申しましたので、国内の子会社
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では     にな り、それに対 してタスクフォース事務局の案として、今 日お示 しをし

ているものでは 1万 1,289人 となります。

この うち従業員数 とい う意味では、

事務局案の 1万 1,289人 とありますが

とタスクフォース

、これは勿論た くさんの会社がございますけれ ども、

やつている会社がござ

の人がいるとい うことになつてお りますので、人数 と

でも私どもの案でも、残る国内子会社の従業員が|||■ 人いるわけ

ですけれ ども、この中核になってお りますのは、配電関係のサービスを行つている会社で

す。勿論、これはこれで東京電力さんの中でのグループ内での再編等々、あるいは合理化

を別途検討 してお りますけれ ども、人数としては今従業員数をベースにすると

人になるということであります。

今、具体的に東京電力さんと私どもで、どういう点が論点になっているかを論点として

まとめておりますのが、7ページでございます。

の従業員数とい う意味においては、現状が 1万 6,067人 のもの

あるいは行政、地元との関係を維持するために売却 しない方がいいのではないか

■会社がそこに書いてございます。これは共同出資者は典型的な場合は、
'他

電力

同で出資をしてつくった会社、あるいは物によっては地元の自治体との関係もあ

つたような会社が 1ページに入つております。

物によりますけれ ども、

きな論点であります。

②は顧客の信頼と東電ブランドの維持ということ

同出資者

と||||
さんと共

つてつく

これが 1番 目の大

ます。デー タセンターについては後で別途

ヨ F、

一つ大 きな もの と して は、

いま して、

してはここは非常に大 きくな ります。

論になっている点であ り

申し上げます。

③に顧客営業基盤の離脱防止という



3番 目のグループになります。

これについては、私 どもとしては、

会社を

維持する必要があるのかどうかという議論をしようとしているのが 3番 目の大きな塊であ

ります。

④は一般的に得られるサービス、

論 をしているようなものが 4番 目のグループであ ります。

⑤は必ずしも意見が違 うとい :

かどうかわかりませんけれども、

島の事故に対応する必要としているものについて

は、現時点でその売却の検討をするのは難 しいので、将来的に再度検討をする必要がある

グループ。これは意見が食い違 うというよりは、そ うい うジャンルのものがあるというの

が 5番 目であります。

⑥はまさに東京電力さんの長期的な成長をどこに求め、東京電力さんは御自身でやられ

るのがいいかどうかという、

長性が今のままではないとい うものであれば、そうではないか

||||と いう意味での分類でございます。

8ページ、これは私どもの今日御説明をしてお諮りをしている案を基に書いているもの

でございますけれども、それを基に東京電力と私どもの議論が今のところは乖離があると

ころをグルー ピンクで①～⑦、その中には食い違いがあると御説明するのがよくない、■

ございますけれども、 7ページで御説明しました①～⑦の

グループごとに個者名を分類 してお示 しをしているのが 8ページでございます。当然のこ

とながら、いろいろな事業をやつてお りますので、一くくりにするのは難 しいのですけれ

ども、とりまとめて申し上げれば、先ほど申し上げたような事由で、意見に乖離があると

うことではありませんので、このページに入れるのが適切

とい うところで議論になつているのが 6番 目であります。

⑦も意見が食い違っているという分類かどうかは別にしま
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いうものでございます。それをお示ししているのが 8ページであります。

9ページ、子会社・関連会社で、仮にその会社を売却すると決まった場合の売却の基本

方針が書いてあります。これについては原則として、保有する全株式について売却をする

ことを基本にしながら、それではなかなか難 しいものについては例外的に考えようとい う

ことであります。例外としては、例え

ことも必要です し、ここの部分で御説明をする

の関係でだれにでも株を譲つてしまうのは、一

しまつてはまずいような配慮が必要であるとい

しいということもあろうかと思います。
―

合がございますけれ ども、これはすべて東京電力 としてお手放 しになるのは難

業における顧客の期待 との関係で、一

つとは東京電力が何 らかの関与をし続ける

のが適切かどうかわか りませんが、顧客と

般的にだれでも買う人なら、株式を打って

うものについては、例 え | ような事例があるとい うこ

とであります。

共同出資者 との関係から、そのすべてを東京電力が手放 しになるのは難 しい。
―

ございますけれども、

そうい うものがある。 こうい うものは例外的に取 り扱 う必要があるかと。あるいは将来的

な東京電力さんの事業の成長 との関係で、成長分野 とい う関係でも議論を必要があるとい

うことで、典型的に |

今、     をや つている中で、東京電力の論点 としては、

■ というのが私どもの案でございます。逆に言えば、東京電力として     をすべて

最後にグループ事業における戦略的位置づけの再検討 とい うことで、

||の取扱い。上場会社でございます。あるいは■|■の取扱いについては、すべての株

式を売るのは、いろいろな意味で取引関係等々もございますので、難 しいと思いますので、

当面少なくとも上場関連会社の持ち株比率については、ゼロにすることではなくて、持ち

株比率を変更するとい うことで対応をしてはどうかとい うのが、全株式の売却の例外とし

てございます。

売却の時期につきましては、これは全体のキャッシュフロー との関係で、他の不動産あ

るいは有価証券、既に御説明 したものと同じですけれ ども、福島原発事故関連等々の特殊

な事情を除いて、基本的には 3年以内に売却するのであれば、売却するということで考え

の投資がここに入つてお ります。

お手放 しになるとい うのは、いろいろな意味で技術の維持等々の観点か ら、不適切ではな

いかということで、

してはどうかとい うのがこの部分です
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てはどうかということでございます。

更に、売却困難時の対応 ということで、もともと幾らでも売るとい うことではございま

せんので、売却を試みた場合であつても、もともと予定 していた価格等々比べて、収益性

が低い等々の場合については、売却を見直す必要もございますけれども、その際に存続す

るか清算するか。 とりあえずの案を御説明させていただきましたが、それについてはその

時点で判断をすることが必要ではないかということでございます。

説明がかなり長 くなりましたので、もう少 し先を急がせていただきます。

10～ Hページは東京電力の下で存続する会社について、同じような事業をやつておられ

る会社は同じ分野にたくさんあるとい うことでございますので、説明等の観点からある程

度のグループングをして再編をするということで合理化をしていくことが必要なのではな

いかということで、東京電力と議論をしているものでございます。

これは 11ページの表をごらんいただいた方がよろしいかと思いますので、見ていただ

きますと、先ほどと縦横が逆になつてお りますので、ごらんになりにくいかもしれません。

横軸が電力のバ リューチェーン、つまり燃料調達、発電、総変電、ある種の販売、営業の

分野」。

その他というのは、多角化会社でございます。先ほど     に触れさせていただき

ました。これ らのものについて、縦軸がバ リューチェーンの中で果た している役割。設計

なのかメンテナンスなのか、環境管理なのかといつたような、サービスの種類でございま

す。

ごらんをいただいた上で、これは一つの案でございますけれ ども、発電に関係するメン

テナンスや環境管理をやつている会社を一つにまとめてみるとか、上場会社が入つてお り

ますので、実現可能性があるか検証がございます というのが① と書いてあるグループの点。

配電のところは、やは り配電に関係する設計、メンテナンスあるいはその他のサービス

は一つにまとめるとい うことができるのではないかとい うのが②のグループ。

③ l
ございますので、必ず しも東京電力

御 自身がお持ちになる必要がないのではないかというのが、私どもの案になつてお ります。

売却する上で、場合によつては統合 した方がいいとい う意味において、③ l

ことになつております。

④は                     これはいずれも顧客との接点、一般

家庭との接点をもつて、サービスをしている会社であります。そういうものはそういうも

のとして一まとめにするのが、 1つの案ではないかとい うのが④の点であります。

⑤は東電からごらんになると、いわゆる多角化事業でございます。基本的には典型的に

,1ぞIII:憶罵[il二 [i〕 [[環 |｀喜景こ     こ1′)]手Fl倉「撮品畠
||の 持っている不動産のうちで、東電が持っている土地を一般のマンションあるいはオ

フィスビルに賃貸 しているとい うものについては、不動産 としては少なくとも電気事業に
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現時点では全 く関係のない事業になろかと思いますので、先ほどのような議論を踏まえた

上で、不動産 として売却するかどうかについては、不動産の売去「として検討をしてはどう

かとい うのが⑤のグループでございました。

以上、説明が長 くなりましたけれ ども、繰 り返 して申し上げれば、子会社・関連会社は

どう峻別 しているかという方針については、東電御 自身の原案を基に、方針 としてはお互

いにある種の認識の一致がありますけれ ども、この当てはめについては議論が始まったと

ころでございまして、私どもとしましては 7ページでお示 ししたような点が、先ほどの御

議論をお借 りすれば、どちらの議論もある種あるかもしれないということでございまして、

この点について、委員会としてお認めいただければ、どちらに合理性があるかとい う議論

を進めさせていただいてはどうかというのが、私どもの今 日お諮 りをしている案でござい

ます。

以上でございます。

○下河辺委員長 御苦労様でした。大分長時間に渡る説明ですけれども、ペーパーを御一

覧いただいただけでは、若干理解が難 しかった点も今の説明を踏まえて、委員の先生方に

あらまし御理解をいただけたかと思います。

時間の関係もありますので、西山局長の方から要望のありました 7ページの表をできれ

ば中心にして、引き続き明 日以降、タスクフォースの担当メンバーと東電のそれぞれのカ

ウンターパー トの間で押 し込んだり、具体的なハー ドネゴが引き続き進んでいくと。 どこ

を立脚点にして、足場にして、極めてセンシティブな問題についての話を進めていくのか。

現場では東電の方もタスクフォースの言い分に理解はしてくれたけれ ども、逆に委員会

の方の理解が得 られないとい う話になりますと、現場の方も作業も東電との関係で混乱を

生じることあるかと思いますので、できれば 7ページ辺 りを中心にして、質問もあるかも

しれませんけれ ども、時間も限られていますので、質問と意見をまとめて、活発にちょう

だいいたしたいと思います。

先ほど御発言が少なかった|■■|、 どんなことでもいいですよ。

○|■■■ ぶち壊 して申し訳ないんですけれ ども、 7ページの前に 3ページで教えてい

ただきたいんですが、見極めとい うのはどうい う位置づけでしょうか。事務局案 も決まっ

ていないとい うか、もう少 し精査 しないと、事務局案 としてもわからないという位置づけ

と思えばいいですか。

○西山事務局長 そ ういうこともございます し、今度、論点の 4番 目として、卸市場につ

いて御議論をいただく回がございますので、恐 らくそこで一緒に御議論をいただいた方が

いいのではないかということもございます。

○|||■  後に議論をするとい うことですね。

○西山事務局長  1点忘れましたけれ ども、多分御質問があると思 うので、一応 これも委

員から御指示をいただいてお りますので、これも今 日間に合っていないのですが、すべて

の事業会社について、いわゆる DCFに 基づいて、価値を算定する作業は併せてやってお り



まして、それは整い次第、お示 しをする予定でございます。

○|||| まだ引き続き 3ページですが、電気事業との関連性ありなしというのをそれ

ぞれ どのようにして判断 したのか。自社保有の必然性がありと、どのような根拠で判断を

したのか。そ ういうことが一切示されていないので、これでは私たちとしては、これでよ

ろしいとかい う判断の しようがないです。

自社保有の必然性がありと、こういう理由で考えましたというのを、少なくともここに

出てきた会社については、一社一社、逐一こういう理由で考えましたとい うことをきちん

と見せていただけないでしょうか。かなり具体的に言 うと、 7割 くらいが多分そ うなんだ

ろうなと思いながら、 3割 くらいは何でやねんと思つているのは、例え

|■■とか、もう少し何んでやねんと思つているのは、■■■■とか、あるいは■■■■
とかは何でとい うのが正直、私はわからない。

○下河辺委員長 これは黒字で存続になっている分ですね。存続の理由づけが。

○|■|1 何でそ うい う判定になつたのか。

○下河辺委員長 先生がこれまでお持ちになつておられる、これらの企業についての知見

を踏まえると。

○|||■  理由を聞かないと、にわかには納得できない。今、言つたのは単に一つの例

ですが、したがつて、こうい う理由で考えましたとい うことが何かの段階で出てこないと、

これは継続です、これは非継続でいいです とい うことをこの委員会でオーソライズすると

いうのは、かなり難 しいと思います。

以上です

○下河辺委員長 ありがとうございました。 どちらにしたところで、先ほどの不動産関係

と同じですから、会社 ごとについて積極的な説明を準備が整い次第、時期を逸せず してい

ただけるとい うことになるかと思いますけれども、手元に資料があつて説明をいただける

範囲内で、今の段階で何か特にございますか。実際の担当者がおられないと、なかなか説

明できないレベルのことかとは思います。

○西山事務局長 1つずつ物が違 うのであれですけれ ども、

とい うのは御案内のとお り、

ありますので、そ うい う点で電力会社以外に投資する可能性があるかどうかについては、

現時点ではどうかなと思つているというのが、これは 1つずつですから御説明するのがよ

ろしいか と思います。

ついては、

とい うことなので、なかなか東電が持つたまま手放すのは難 しいのではないかとい うのが、

今の時点の判断でございます。

ol■|■ 今の御説明を聞くと、継続の意味は比較的短期的な売却が難 しいとい うこと

であって、未来永劫持つべ しと判断したのではないと理解 したのですが、それは正 しいで

すか。
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○西山事務局長 先ほどの末尾のところとも関係いた しますけれ ども、邪推すると東電の

関連会社の議論の中で、先ほどの共同火力 とい うのは卸電力と一緒に議論 していただくこ

とにしようかと我々は思っているんですけれ ども、卸市場も含めてどうい う電力の供給体

制を考えた方がいいかとい うことで、関係する部分はそれはそれで御議論いただく必要が

あるんだと思います。

とりあえずこの段階での検討は、今 日全体にそ うなんですけれども、一応私どもの考え

としては長期的な電気事業の在 り方に少なくとも影響がない範囲で、なおかつすべてにわ

たつてそうですが、当面キャッシュ化することが可能なものに限定して議論 してお ります

ので、これは不動産でも有価証券でもそ うなんですけれども、原則として 3年以内に売却

が可能であるだろうと思 うものに限つて議論をしてお ります。

ol■■■  ゎか りました。

○下河辺委員長 |■■■、どうぞ。

○|■■■ 今、日■■■ もおつしゃったんですけれ ども、今 日のこの段階で例えば 3ペ
ージのフローチャー トがいいのか悪いのかとい うことを判断するには、材料があまりにも

十分ではないのではないかとい うFp象 を持っています。

|■|■の繰 り返 しになってしまうかもしれませんが、判断 した基準 とい うのが定性の

ところもあるかもしれませんけれ ども、定量的なところも含めて示していただかないとわ

かりづらいなとい うことがあります。

従前から申し上げているように、売ればいいとい ぅ問題ではなくて、勿論電気事業者 と

して立派になっていただくとい うのは、それはそ うなんですけれ ども、プラス賠償 してい

くというのもとても大きなことだと思 うんです。簡単に言つてしまいます と資産を売って

しまって、その後ずつとキャッシュフローが入 らなくなってしまった場合、どこから負担

金を出していくのか。気がつけば全部電気料金 とい うことになってしまったり、あるいは

配当もできないぐらい、そこから払わなければいけないとい うことになってしまった場合

には、とてもではないですけれども、健全な会社になれないわけです。そ う考えると、乱

暴な言い方をすると電気事業だけで返せるんですかとい う議論が、 1つ しておかなければ

いけないことかもしれないなと思っているんです。

そ うした中では、これはまだ検討をするとい うことで理解させていただくと、仮に売却

してしまった場合、東電としての連結の利益がどうなっていくのか。先ほど人員が減ると
いう話はいただきましたけれ ども、それがイコール利益が増えることにつながるのかとい

うと、いわゆる売って しまってワンタイムキャッシュは入ってくるかもしれませんが、長

期的にどうなるのかというのが見えないなとい うのがあるんです。ですので、連結のグル

ープとしての姿、売った後の姿、キャッシュフロー及び利益も併せてお示 しいただかない

と、一個一個、個社ごとに聞いてもわからないなというのがあって、個社ごとも知 りたい。
だけれども、全体としても理解 しないと、この議論でいいですねと言われても私はよくわ

からないとい うのが率直なところです。
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プラス、これは委員の先生方でそれぞれ意見は違 うことかもしれませんけれども、私は

特別負担金をどうやつて出していくのかということが、一番国民負担の最小化につながる

はずだと思つているんです。特別負担金の総額が再来年か何か原発賠償法が改正 されて、

上限が決まるのか何だか私にはわかりませんが、それは決まるか決まらないかもわからな

いわけで、そ うなってくると潤沢な特別負担金の担保 というのを考えていかなければいけ

ないというのも別途あるかと思 うんです。

ですので、その辺の整理を、先ほどの株式だとか不動産とい うのは一般的にはキヤッシ

ュは売らないとされているのでそ ういう整理かもしれませんけれども、不動産の中でも先

ほどリースバ ックの場合はどうなのかとか、そ うい う話もありましたし、前の方に戻つて

恐縮なんですけれども、その場所で リースバックしなければいけないのかという議論もあ

ると思 うんです。別の場所にお移 りいただくこともあるかもしれない。つまりもつと安い

ところにとい うことですが、そ ういうものも含めて考えなければいけないと思つたのが 2

つ日です。

3つ 日に、ここで峻別 してしまつて、この企業は継統だからそれでいいということでは

ないと思 うんです。勿論、矢印を見ていくと合理化だとか書いてありますけれども、では

どれぐらいの合理化ができるのか。今は人数についても、これは社数が減ることによる人

数の計算 しか多分されていないと思 うんですが、実際、継続する会社だつて人が多過ぎる

かもしれないとい うところがあるかもしれませんし、継続する会社の中にも必ず しも黒字

の会社ばかりではないのではないか。データがないので推測になってしまいますけれども、

そ うい うことも考えた りしてしまいます。そ うなります と、そこもセ ットで考えないとい

けないなとい うのが 3点 目です。

最後 4点 目なんですけれ ども、先ほど|||な どのビジネスバ リューチエーンの中にい

る上場会社については持つべきだという御意見だつたかもしれませんけれ ども、一方で東

電向けの比率がとても高いのであれば、別に資本を持つていなくてもビジネスコン トロー

ル という考え方もあると思 うんです。本当に持つていなければいけないのかどうかとい う

のは、正直言つてよくわからない。そんなにビジネスコン トロールが弱いものなのか、株

を手放した途端に仕事をやつてもらえないのかどうか。あるいはもしかしたら持つている

ことがグループ企業 とい うことで、いろいろな取引の不透明さを生んでいることかもしれ

ません。ですからその辺は東電さんがおつしやつていることを鵜呑みにしてよいのかとい

うのは、考えるところだと思います。

以上、 4点が気づいた点でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。||||、 どうぞ。

olll■  同じ内容ですが、 7ページはおおむね定性的なことなので理解いたします。

ただ、今お二人の先生が言われたように、 3ページのところはこう示されても判断のしよ

うがない。個別のありなし、あるいは継続・非継続 とか、なぜ どうい う考え方でやつたの

かというのは個別でないと、ああそ うですかというわけにはいかないので、判断のしよう



がない。大変でしょうけれども、どこかで御説明いただきたい。

3ページのところで 1つ だけきちんと議論 してほしいんですが、一番右側に 6、 5、 22、

26と 数字がございます。その中で売却 26と い うものがございます。 これについてフロー

チャー トで見ていきます と、電気事業との関係性がない 43社の中で、売却可能性を検討 し

た結果、売却困難時の対処方針 として存続するものと清算するもので分けますね。これは

売却価格が想定値を下回つた場合は存続する。そ うでないものは清算 します とい うことな

んですが、今のフローチャー トで見たとお り、所詮電気事業 との関係性がないんですから、

下回ろうとこれは選択 と集中で電気事業に東電は集中すべきだと思いますので、要らない

ものは仮に特損を出しても撤退すべきと思います。残 してお く理由がない。

したがつて、26社 とい うのがどういう基準で残 さなければいけないのかわからない。多

分、売却想定価格を下回ると特損が出るんだと思 うんですけれども、特損は出たつていい

ではないですか。キャッシュが入ってくるわけですから。キャッシュフローベースで考え

ればいいわけですから、これは持っている意味はないとい うことです。私はそ う思 うので、

皆さんの意見を伺いたい。

○西山事務局長 やや実務的なことから申し上げると、これは全部で 119社 ありますので、

委員会で一つひとつ御説明することは物理的にはかなり難 しいので、それはお許 しいただ

ければ書面で準備をさせていただいて、ごらんいただくことにさせていただきたいと思い

ます。我々として今の時点で足 りないデータもございますので、それが整った時点でお示

しをして、なおかつすべてをきれいな定量基準でやるとい うのはなかなか難 しいところが

あるものですから、そこはある程度定性的なものも含めて御説明をさせていただくとぃぅ

ことは、お許 しいただきたいと思います。

その前提で、今のところは誤解があるといけないので申し上げると、先ほどの|||■
の御説明にも関係するんですが、私どもの考え方としては、それを言 うなら数字を出して

みろとい うことになるんだと思いますけれ ども、まずは 2ページに書いてございますよう

に、くどいようですが、事業を継続 した場合よりも多額のキャッシュフローを獲得できる

売却価格を算定 して、それをベンチマークとしてや りましょうというのを考えているんで

す。今、恐 らく■|■■がおっしゃったのは、そ うでなかったとしても、ある種のシナジ

ーというか選択 と集中との関係で、本当に東電自身が経営 していけるんですかと。もつと

言えば、本当にそ うい うキャッシュフローが出るんですかということなのかもれませんけ

れども。

○|■■■  いけるではなくて、いく必要があるのではないか。

○西山事務局長 同じことをやるならほかに投資 したらいいではないか。 もつといいこと

があるのではないかというお話だと思 うので、そこも結局一社―社をごらんいただく必要

があると思いますので、今のところはここに出てお りますのは、売却価格が想定値を下回
つたとい うのが今、御説明をした東電が持ち続けた場合に比べて得するか損するかを計算

した上でこうい うふ うにしてみましょうということで、そこは今、典型的に売却存続で置
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いてお りますのは     なんです。これ自身も勿論御議論いただいた方がいいと思い

ますけれ ども、 とい うことなので、例え ら事業について生み出すキャッシ

ュフローよりも売却価格が下回つた場合に、引き続きある種電力と一体としてやるべきだ

と御判断になるか、そ うでないかという御判断はしていただく必要があるので、それはそ

れをお示しして、そ うい うふ うに御判断いただくしかないと思います。

○||||■ ||と してとい うことは、電気事業との関係性があるとい うことではない

ですか。これはないと言われているので、ないものをどうしてやるんですかとい うことで

す。

○西山事務局長 関係性 とい うのは、少なくとも東京電力が電気を供給 していく上で不可

欠なものでは全くないんです。

ol■|| だから|■■■が言われたよ

得できなくなつてしま うんですね。わかり

うに、ここの考え方を説明してもらわないと納

ました。

○
―

角化ではあるんですけれ ども、

収益性が見込めるかもしれない部分で、それは先ほどおつしゃつた と い

) t:o>t:*z rr,. ) bor(.I&'6o<".:tl 中で大きいものなんです。

これはある程度キャッシユ額が見込めるだろうと思います。

にも小さいので、・lllllを 負つてまで他に事業をやろうと

うと思 うので、そこは多分違 うんです。

そ ういう意味では全体について言えるんですけれ ども、例え

後将来の ビジネス としてな り得 る部分なんです。

今までは原子力などをかなりやつていたので余 り目が行き届いていなくて、それほどい

い経営になつていないんですけれ ども、今後はむ しろこうい うところに経営資源を投入す

るべきだとも言えるんです。だからそうい う意味では先ほどおつしやつた将来のキャッシ

ュフロー、これは単に今の時点での DCFを使つてキヤッシュフローで上がつてしまうので

はなくて、こうい うふ うにやればこれだけ将来の価値が広がるという可能性を持つている

部分なので、逆に言 うと■■|と 少し性格が違 うんですけれ ども、この分類とい うのは今

は余 り大 したキヤッシュを生んでいないから売つていいとい うふ うにはならない、典型的

な 1群ではないかと思つているんです。

その他の|■だとかはあま り

い う事業者は出てこないだろ



そ うい う意味で、これを定性的に全部やるとい うのはかなり無理があつて、将来的なキ

ャッシュフローとい うところ、つまりこういう経営方針でやれば、こうい うキャッシュが

回るとい うことまでひざ詰めでや らなければいけない話なので、機械的に事務方がちょろ

ちょろやつて議論するとい うものではなくて、もつと高い次元で、委員の先生方のコンセ

ンサスで、む しろ東京電力のマネジメン トあるいは今度できる機構との関係でがっつ り議

論していただくような話なのではないかと思 うんです。だから、今、話を聞いていると事

務局案はこの整理に基づいて、ここで承認 してもらったら全部ネゴしますよとい うふ うに

問こえるんですけれ ども、全部事務方がネゴして向こうの事務方とやっていいとい うもの

ではない部分もかな り含まれているのではないかとい う気がするんです。これは 1つ典型

的なものだと思 うんです。

○下河辺委員長 ありがとうございます。■■■■、どうぞ。
○|■|■ 今、|■■■が言われたこととほぼ重なり合 うかもしれないんですが、考え

方の基本方針 とい うのは、いささか非常に単純に割 り切 り過ぎているような気がするんで

す。国民負担の最小化と電力の安定供給の確認 とい うのが 1つ両輪だと言つていますが、

これは先ほど|||llも 言われたように、国民負担の最小化を現時点での売上価格をでき

るだけ売却価格を大きくすることだと思つてしまうと、それは将来における安定供給によ

るキャッシュフローを殺すかもしれないという関係に立つわけで、多分、目的は電力の安

定供給とい うことの方にあるわけですから、これは国益とか国策に絡む話で、50年 、100

年のタイムスパンの中で、安定的で低コス トで良質で十分な量の電気を供給する事業をど

うやつていくかとい うことです。

ここでは例えば今の時点で峻別すると書いてあるけれ ども、峻別ができないものを峻別

すると書くのはよくないのであって、今時点における分別みたいなものです。今の時点に

おいて分別 した中で確かにもう要らないといったら売つたらいいんです。ただ、分別がつ

かなかったものの中で将来技術が変わるとか、いろんな人口動態が変わるという形になっ

て要らなくなってくるものも出てくるので、それは将来売ればいい話なんです。今、決断

しなくていいことなんだと思 うんです。

今、決断すべきことというのは、将来の電力の安定供給に必要なために、どうしてもと

つておかなければいけないというふ うに思 うか、そ うでなければ売つてもいいと判断する

かという割切 りの世界だから、そこのところはここに書いてあるように、電気事業 との関

係での不可欠性 とか自社保有の必然性を物差しにするというのは、余 りにも狭過ぎるんだ

と思 うんです。

例えば自社保有の必然性ありなしとい うところで、先ほどのシステムの話とか電気工事

の話なんかも関わつてくるんだと思 うんですが、そ ういぅものというのは自分が本来自分

でやつてもいいとい う仕事を、コス トダウンするために子会社にしてや らしているとい う

ケースがほとんどです。そ うすると問題は忠誠心とか信頼感 とか、命令を出したらいつで

も来てくれる随時性だとか、そ うい う自分自身で自分の運命を決する必要のある分野の仕
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事とい うのは、それは他社に任せればいいとい うことにならないような気がするんです。

金になるかな らないかの話ではな くて、

安全を守らなければならないとい う中でセキュリティ、 リライアビリティといつたものを

どう守るかということが、判断の観点に入つてこなければならないような気がするんです。

そ ういうことを総合的に判断して売つてもいいとなれば売る。 しか し、残つたものを活

用してダイナ ミックに事業が展開されていく中でキャッシュフローが生み出されて、今回

の損害をいかに賠償するかとい うところの財源を生み出す とい うシステム、仕組み、モデ

ルをどう考えるかとい うことが多分、最終的な目的になると思 うので、余 り単純に絶対今

の時点で要るか要らないか、ほかに似たようなことをやつているのがいるかいないかとい

うことで売る売らないというのを判断するのは、戦略的に見ると電気事業のような公共的

な国益に関わ り、しかも安全性を非常に高く求められるようなものについて言うと、少し

よく考えた方がいいのではないかと思 うんです。

そ ういう点から見て、例えば議論が食い違つたところは割 り切つてこれで大丈夫ですと

いうふ うに合意ができればいいけれども、そうでないところは個別に、なぜこれは大丈夫

だと判断 したのか。なぜだめだと言つているのかというのは、この場に出していただいた

方がよろしいのではないですかね。

私は事業の売却の方針を決めるときに、そういつた数十年のオーダーと今とい うことの

はか りの両方にそれを同じように乗せるというのはおか しいから、よくそこは大局的、長

期的にダイナ ミックに判断 して、将来のことはわからないんだから 100点はとれないんで

すけれ ども、一応納得のいく割切 り方をしてやつていくとい うふ うにしないといけないの

ではないかと思 うんです。

○下河辺委員長 ありがとうございました。||||、 どうぞ。

は東京電力がこれをや る能力が本当

もう少 し具体的に言 うと、東京電力は重要な技術を持つてお り、開発に邁進してきたと

い うことは認めますが、今の経営陣がそれを生かす能力があるかどうかということについ

ては、ちょつ と疑間に思つています。

にあるのかどうかとい うのについては、ちよつと疑間に思つています。

社長になるずつと前rbtxtf. I



技術は明 らかに世界に誇 るべき トップランナーだっ

たとい うのは間違いないんですが、その技術を生かすようなマネジメン トをしてきたかど

うかについては、相当に疑間を持っていて、それこそ■■■■が担当の役員などで乗 り込

むことになれば、きつと東電でやつてくれると思 うんですが、本当にこの東電の文化の中

で生きてきた人たちにやるのがア ドバンテージがあるのか。それともむ しろ民間企業、普

通の一般企業 として生きてきたところの方がア ドバンテージがあるのかというのについて

は、私はまだわか りません。

したがつて、これの重要性も勿論そうだ し、将来収益をかせぐ、あるいは安定供給に資

する最も重要なものになると思 うんですが、本当にできるのかどうかとい うことも考える

必要があるのではないかと思います。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございます。

○|■■■  今の御発言に一言付 け加 えると、

れはモチベーションさえきちんとさせればポテンシャルはあ

つてみればできるわけで、そ

るのではないかと思います。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

定亥1そ のものを 10分経過 してお りますので、今、この関係でいただいた御意見は、ここ

までのタスクフォースの検討の作業の査定の中には、不動産のときと違つて十分に今いた

だいた意見が取 り込まれていないで、今 日のペーパーがつくられている。特に|||■ の

方からおつしゃられた長期、50年をとるかどうかは別にしまして、中をとつて長期的な観

点からもう一つフィルターをかけるとい う点については、多分それほど配慮がされていな

いで作業が進んでいる面があるかと思いますので、今 日のところは極めてあいまいなとり

まとめも、来週の 5回 の委員会の方にこのまま持ち越 していただいて、可能な限 リタスク

フォースの方で今 日の意見を踏まえた作業を進めていただければと思いますけれ ども、よ

ろしいですか。

○西山事務局長 今、委員長のおっしゃったように進めさせていただきますけれども、私

なりに勝手ながら意見をまとめさせていただきますと、 7ページに戻らせていただいて、

まず 1つ は 119社 というのはあまりに多いですから、H9社は書面で準備させていただい

て、今日の 1つの大きな頂点というのは今おつしゃられた、私どものこの分類でいうと⑥、

将来の発展に資す るようなもの とし

ど`う位置づけられるかとい うの

が明らかに 1つのグループとしてありまして、それはしたがってそういう議論を今、東京

電力としているとい うことでありますので、ここは 1つ集中的に御議論をいただく材料を

提供させていただく 1つ になります。

もう一つは、逆に今、存続 と言われているものの中でも、本当に電気の安定供給のため



にそれは東電がやらなければいけないんですかとい う御質問があつた部分もあつて、それ

はそれでこれも一つひ とつ全部やるのは難 しいと思いますけれ ども、典型的なものについ

てはある種、同じような何をコアとするかとい う御議論だと思いますから、そこは少 し整

理をさせていただきたいと思います。

その関係で電気その ものではないんだけれ ども、周辺にあるエネルギー事業 として今 日

議論になつてお りますのがもう一つ、     の扱いみたいなことだ と思いますので、

そ こはそ こで少 しま とめさせていただきます。

東京電力に特別なものなので、む しろ本社でや らなければいけないのではないか とい う

お話 も■■||か らあつた と思いますけれ ども、その点については我々も、そ うい うもの

はむ しろ本社 に取 り込んで、そ うでない ものを売却す ることができないのか。む しろその

部分は本体でやつた方がいいのではないですか とい う議論 もしてお りますので、その辺 り

のことを御紹介させていただくのが、多分 7ページで言 うと④のグループのところ、つま

り本体に必要なもののためにそれ と直接関係ないものをたくさんやっているとい うのは、

や り過ぎではないかとい う面があるので、それは具体的にごらんいただく必要があるので、

そこはちょっとそ うい う意味では来週に向けて少 し整理をさせていただきたいと思います。

H9社全部は来週には間に合わないと思います し、なおかつ私どもとしては東京電力さ

んと議論は続けていく必要がございますので、別に我々が勝手に合意 してこうなりました

というつもりは全くございませんので、行つた り来たりしながら、それはさせていただき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○|||1 先ほどの||||の 御意見とも関係するんですけれ ども、今後、例えば特別

事業計画の認可とか、そ うい うことを機構でやつていくときに、

これは相当な権限を機構は持つんです。

その観点で、ですから相当高いレベルで御議論いただく話で、事務的にやつていつてい

いものではないとい うのが私が申し上げたここで掲げている、 6番の趣旨の今後の経営方

針によつて大 きく将来のキャッシュフローが変わ り得 るので、

ういった ところとの整合性 をとらなければいけない とい うのが 1

つ 。

もう一つは少 し違 う観点なんですけれども、

これも相当高いレベルの判断を要するものであろうと思いま

あとのところは今おつしやつたところになるんですけれ ども、海外の方は相当議論する

点があ りますので、
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事務局に引き続きここの流れで議論 してくださいと言つていいものとそ うでないものを

分けた方がいいとい う意味で申し上げました。         .
○下河辺委員長 ありがとうございます。

今のや りとりを通 じて、委員会の委員として意見について基本的に必要性、重要性につ

いては改めて確認 させていただいたとい うことで、西山さんの方からも話がありましたけ

れども、基本的にこれまでタスクフォースの方で続けてきておられる、 7ページに書いて

ある方針を了解するとい うことでは勿論ありませんけれども、ラ|き 続きこういつた内容で

事務局の方が作業を事務局限 りにおいて進めるとい うことについては、進めていただいて

結構でしょう。ただし、 6の 問題については慎重にというか、今 日の意見を踏まえてしば

らく棚上げでお願いをしたいとい うことになるかと思います。

あと5分 ぐらいで終わらせていただきますけれ ども、残 りの議事、委員会の今後の予定

について資料 2と 、改めて机上配付 しました調査委員会の今後のスケジュールについて、

御説明を西山さんの方からお願いをいたします。

○西山事務局長 細かいものも併せて配付 されていると思いますけれ ども、資料 2と 書い

てございます今後の進め方、本 日先ほど申しました資料 1と いう今 日御議論いただいた結

論ではなくて、項 目を併せてプレスに公表する予定でございます。

併せて委員限 りで今後の日程を詳しくお配 りをしていたと思 うのですが、取扱注意と右

肩に書いてある今後のスケジュールを、別途同 じようなスケジュールなんですけれ ども、

お配 りをしていると思いますが、本日8月 18日 でございます。今 日も種々御指摘ございま

したように、一応 こういう論点をこうい う順番でやることになっていますけれども、その

ときそれだけをやるということではなくて、今 日のようにいろいろ宿題ができたものを適

宜御説明させていただきますので、そ うい うものだと御理解いただきたいと思いますけれ

ども、一応 日程的には各委員から8月 24日 以下、9月 に入つてからの日程をとらせていた

だいてお りますので、このような日程で、内容についてはしたがって移動があり得ますけ

れども、御議論をさせていただきたぃと思います。

先ほどからずつと御指摘のあります特に数字周 り、会社全体としてのところは数字は数

字でまとめてや らせていただきたいと思いますので、これは対外的には全く公表のできな

いものしかございませんので、 9月 8日 に今の日程ではまとめてやらせていただきたいと

思ってお ります。

対外的には次回、 8月 中にもう一回開催をするとい うこと、残 りの委員会は 9月 に適宜

開催するとい うことだけを発表させていただくことにしてお ります。

今 日の資料については、かなりこれ もまさに今 日も先ほどのお話ではありませんけれど

も、まだ全 く結論の出ていない話 しでございますので、メインテーブル以外の資料につい

ては後で回収をさせていただきたぃと思いますので、委員の皆さんは勿論お持ちいただい

て結構なんですけれ ども、その他の方は要回収 とい うことでお願いします。

○下河辺委員長 ありがとうございました。
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来週の月曜 日、8月 22日 にタスクフォースが リテインをしてお ります。外部の専門業者

からの中間報告のレポー トがペーパーベースで出されま して、これについて各業者の方か

ら2時間ない し2時間半の時間帯でもつて午前 H時から夜 7～ 8時 くらいまで、3つのゾ

ーンに分けてタスクフォース並びに委員長の私も出席いた しますけれ ども、報告を受ける。

これはあくまでもタスクフォースは目を通 していない、あくまでも DD業者の底 レベルでの

報告ですので、どれほどのものが出てくるのかこの段階では私も余り自信は持つてお りま

せんけれども、お時間があつて是非この段階でそれを直接にペーパーも日頭での報告も聞

いておきたいとい うことであれば、事務局の方に御連絡をいただければ山海堂のオフィス

で開催をいた しますので、改めて御連絡をいたしたいと思います。

o■||■  スケジュールについて確認 とお願いなんですが、人件費のところはどこで議

論されるんで しょうか。人件費は単に減 らせばいいと単純に考えているのではなくて、量

と質の問題がありますので、それはそれだけで大きなテーマで結構大変な議論になると思

いますので、ここに書いていないのでどうなるんでしようか。

○西山事務局長 発表の関係 もあるんですが、前に御承認いただいたワーデイングのまま

にしてしまつているものですから、そのときも御質問があつてお答えしましたが、次回 8

月 24日 で説明をさせていただきます。勿論それで完了するとい うものではないと思います

が、そこでまず御説明する予定です。

○|||| もう一つ、ガバナンスの問題です。事務局の方 とは特別にいろいろ話 してお

りますが、意思決定のシステムと情報のまとめ方について、どうい うことでここで議論 さ

れるんでしようか。

○西山事務局長 東京電力でもさまざまな意思決定、情報共有の仕組み等々については今

どうなつているかについてヒアリングをさせていただいてお りまして、それについては論

点 2には間に合わない と思いますので、まだそこまで決め切れてお りませんけれども、ど

ちらかとい うと後半、 9月 中旬ぐらい、 9月 12日 以降ぐらいになると思われます。

ollll 忘れないでくださいね。非常に大事なことです。 というのは特別事業計画を

つくるときにこれがはつきりしていないとできませんから。

○下河辺委員長 その関係で、第 8回の 9月 20日 の東電の最終ヒアリング。今の段階での

イメージだけ少 し説明 しておいてくれますか。

○西山事務局長 これ もまだいろいろな意味で仮置きなので、そ うい うものだとしてお間

きいただきたいんですけれども、 9月 20日 という日がいいかどうかは別にいたしまして、

いずれにしても今のようなお話、先ほどの大所高所の観点も含めまして、委員会の意思決

定が踏まえられたものをずつと議論 していつた上で、どこかでさすがに委員会等もう一度

東京電力の経営陣、特に前回のヒアリングの際 とは社長も交代されていますので、直接御

議論いただく機会が少なくとも一度は必要だと思つてお りまして、一応、今のところはあ

る程度議論の論点をさらつた後ということで、 9月 中旬以降と置かせていただいてお りま

す。だからヒアリングとい うか議論をしていただく機会。それを受けて報告書の議論に入
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っていただくとい うことです。

○下河辺委員長 わか りました。

次回以降も一応 2時間の委員会の時間帯を予定してお りますけれども、委員長のつたな

さもありまして、定刻の終了時間を若干今後 とも突き抜ける可能性が多分にあるかと思い

ますので、若干時間の御予定は御配慮いただければありがたいと思います。

では、長時間ありがとうございました。今 日はこれで終わりにいた します。
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